
安全研究審議会の設置について次のとおり定める。 

 

平成１８年５月１５日 

 

理事長 

 

１８（達）第４号 

 

安全研究審議会の設置について 

 

（設置目的） 

第１条 研究開発課題評価実施規程（17(規程)第 48 号）に基づき、独立行政法人日

本原子力研究開発機構（以下「機構」という。）が原子力安全委員会の定める「原

子力の重点安全研究計画」に沿って実施する安全研究（以下「重点安全研究」とい

う。）の中立性・透明性を確保するため、安全研究審議会（以下「審議会」という。）

を設置する。 

 

（所掌業務） 

第２条 審議会は、重点安全研究の評価について、理事長の諮問に応じて審議し、理

事長に答申する。 

２ 審議会は、前項に掲げる事項について、理事長に意見を具申することができる。 

３ 審議会は、研究開発の計画、進捗などについて、安全研究センター長の求めに応

じて討議し、安全研究センター長に意見を述べる。 

 

（組織） 

第３条 審議会は、委員長及び委員若干名をもって組織する。 

 

（委員長） 

第４条 委員長は、委員の互選により決定する。 

２ 委員長は、審議会を代表し、会務を総理する。 

３ 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理

する。 

 

（委員） 

第５条 委員は、機構が実施する重点安全研究分野及びそれに関連する分野に精通す

る専門家及び有識者で、十分な評価能力を有し、かつ公正な立場で評価を行うこと

ができる機構の役職員以外の者とする。 

２ 委員は、安全研究センター長の推薦を受け、理事長が委嘱する。 
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（任期） 

第６条 委員長及び委員の任期は、３年とする。ただし、再任を妨げない。 

２ 欠員が生じた場合の補欠の委員長及び委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 

（招集） 

第７条 審議会は委員長が必要に応じて召集する。 

２ 審議会は、必要があると認めるときは、機構の役職員その他の者の出席を求め、

その意見を聴くことができる。 

 

（調査） 

第８条 審議会は、答申又は意見具申する上で参考となる事項について、必要に応じ

て調査することができる。 

 

（事務） 

第９条 審議会の事務は、安全研究センター研究計画調整室が行う。 

 

（雑則） 

第１０条 この達に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、委員長が

審議会に諮って定める。 

 

 

附 則 

この達は、平成１８年５月１５日から施行する。 

 

 
 


